
災害時人工透析・難病患者等の対策マニュアル

１．基本的な考え方

人工透析患者は，定期的・継続的に人工透析が，また難病患者等は，継続的に特定の医薬品や治療が必要

なことから，災害時における「人工透析・難病患者等」の対応については，「患者に対する適切な医療の供

給体制の確保を図ること」を基本に，災害発生に備えて，予防的に事前に準備しておく「事前の対応マニュ

アル」と，災害発生時及び発生後の対応の「災害時の対応マニュアル」及び透析施設で，難病患者等への医

療の給付を行う「医療機関における災害対応マニュアルガイドライン」を次のとおり定める。

２．事前の対応マニュアル

災害発生に備えて，あらかじめ予防的に事前に準備しておく関係者の役割，実施すべき内容等は，次のと

おりである。

【関係者の役割】

（１）県，市町村

県内，管内の人工透析患者，難病患者等の受療状況の把握に努めるとともに，災害発生時の患者団体

等との連絡体制を整備する。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 人工透析患者，難病患者等の （ア）医療費の公費負担や各種福祉制度の利用者リスト及び訪問活

受療状況を把握する。 動等により，患者の受療状況を把握する。

イ 患者団体等へ，的確な医療情 （イ）緊急時に情報交換を行う患者団体，医療機関等，関係機関の

報の提供ができるよう，情報伝 連絡先や連絡網を整備する。

達体制を整備する。

（２）患者団体

災害時における医療機関の診療情報の収集や患者家族等への連絡体制（連絡網）等を整備する。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 患者家族へ的確な医療情報の （ア）患者・家族等への連絡先や連絡網を整備する。

提供ができるよう，情報伝達体

制を整備する。

（３）患者・家族

かかりつけ以外の，初めての医療機関でもスムースに受診できるよう，自身の透析データや治療内容，

投薬医薬品などを把握しておくとともに，災害時の連絡先（医療機関，患者団体等）を記録整備してお

くものとする。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 医療機関における自身の受診 （ア）緊急時の連絡先や自身の受診データ等を記載した「緊急医療

データ等を把握する。 支援手帳」（別紙）を携帯する。

イ 患者団体等と被災状況の報告 （イ）緊急時の連絡網（医療機関，患者団体等）を整備する。

や医療情報の収集などができる （ウ）人工呼吸器，吸引器等のバッテリーなどの予備を蓄えておく。

よう情報伝達体制を確保する。

ウ 医療機器等のバッテリーなど

の予備を備えておく。



３．災害時の対応マニュアル

人工透析患者，難病患者等については，災害時においても，継続して人工透析や特定の医薬品の提供が必

要である。

このため，被災状況や患者のかかりつけ医療機関の稼働状況，受け入れ可能な医療機関等を把握し，患者

家族に的確な医療情報の提供を行い，医療供給体制の確保に努めることとする。

関係者の役割，実施すべき内容等は，次のとおりである。

【関係者の役割】

（１）県災害保健医療調整本部

総合的な医療情報の収集・提供及び国，他県，県内の地域災害保健医療調整本部等関係機関と連絡調

整を行い，災害時の保健医療活動の中心的な役割を果たす。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 医療機関に対する医療情報の （ア）地域災害保健医療調整本部等と連携し，緊急時の医療情報の

伝達及び関係機関との連絡調整 収集・連絡体制を整備する。

及び患者の受け入れ要請を行 （広域災害救急医療情報システムの活用等）

う。 （イ）国（厚労省），他県等関係機関への支援要請及び情報交換を

行う。

（ウ）県内外の医療機関への患者の受け入れの要請を行う。

（２）地域災害保健医療調整本部

地域内の市町村等関係機関及び県災害保健医療調整本部との連絡調整・情報交換に努め，災害地域内

の市町村等関係機関へ的確な情報を提供する。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 災害地域内の市町村及び医療 （ア）地域内の医療情報の収集体制の整備及び医療機関等との連絡

関係機関の連絡調整や，情報収 体制を整備する。

集に努める。 （イ）県災害保健医療調整本部及び市町村との連絡体制を整備する。

イ 災害地域内の市町村，患者団 （ウ）災害・救急医療情報システムの活用等により人工透析や難病

体等に，医療が供給できる医療 患者等に医療が供給できる（稼働している）医療機関を把握し，

機関等の情報を提供する。 市町村，患者団体等へ情報を提供する。

（３）市町村

地域災害保健医療調整本部や医療機関との連絡調整及び患者・家族へ的確な医療情報を提供する。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 地域災害保健医療調整本部 （ア）地域災害保健医療調整本部，管内の医療機関との連絡体制の

医療関係機関との連絡調整や情 整備に努める。

報収集を行う。 （イ）被災による受療困難な患者等の把握に努める。

イ 管内の患者等の被災状況や受 （ウ）地域災害保健医療調整本部等を通じ，人工透析や難病患者等

療状況の把握に努めるととも に，医療が供給できる（稼働している）医療機関を把握し，広

に，必要な医療情報を提供する。 報啓発活動を通じ，管内の患者等へ医療情報を提供する。



（４）災害拠点病院

県災害保健医療調整本部，地域災害保健医療調整本部，市町村，医療機関等関係機関との連絡調整及

び緊急時の救急患者の受け入れ，医療の給付を行う。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 医療関係機関との連絡調整及 （ア）地域災害保健医療調整本部，医療機関等との連絡調整情報交

び情報収集を行う。 換を行う。

イ 救急患者を受け入れ，医療を （イ）緊急時の救急患者の受け入れ体制を整備し，医療の提供に努

提供する。 める。

（５）医療機関

災害時における人工透析，難病患者等への医療の提供を行う。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 緊急時における患者の安全と （ア）水，医薬品，医療スタッフ等医療供給体制の確保に努める。

医療を提供する。 （イ）地域災害保健医療調整本部，患者団体等との連絡体制及び患

イ 関係機関との連絡調整や情報 者の受け入れ体制の整備に努める。

収集に努める。

（６）関係団体（県医師会・県病院協会）

県災害保健医療調整本部，地域災害保健医療調整本部・医療機関等と連絡調整を行い，医療機関にお

ける医療供給体制の確保を支援するとともに，難病患者等へ医療情報を提供する。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 緊急時における医療関係機関 （ア）地域災害保健医療調整本部，医療機関等との連絡調整，情報

との連絡調整を行い医療機関に 交換を行い，医療機関における医療供給体制の確保の支援に努

おける医療供給体制の確保を支 める。

援する。 （イ）難病患者等への医療情報の提供に努める。

イ 難病患者等に医療情報の提供

を行う。

（７）患者団体

医療機関，市町村，他県の患者団体等関係機関から緊急時における医療情報の収集を行い，患者・家

族に情報提供を行う。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 緊急時における医療関係機関 （ア）緊急時における連絡体制（患者会員，医療機関等）の整備に

との連絡調整を行う。 努める。

イ 緊急時における医療情報の収 （イ）患者会員の被災情報の収集に努める。

集・提供を行う。 （ウ）患者会員への医療情報の提供に努める。



（８）患者・家族

被災状況の報告及び患者団体，医療機関，市町村等関係機関から緊急時における医療情報の収集を行

い，医療の提供を受ける。

具体的な役割 実 施 す べ き 内 容

ア 被災状況を市町村，患者団体 （ア）被災状況等を緊急時の連絡網に基づき，迅速に，市町村・患

等に報告する。 者団体・医療機関等に伝達する。

イ 緊急時においても，医療が提 （イ）市町村，患者団体等からの医療情報に基づき医療が供給でき

供できる医療機関等の医療情報 る（稼働している）医療機関または，災害拠点病院等で医療の

の収集に努める。 提供を受ける。

４．医療機関における災害対応マニュアルガイドライン

医療機関において，「人工透析，難病患者等」に対して，一般疾病患者とは異なる又は別の配慮が必要な

対応について定める。

（１）人工透析，難病患者等の避難

人工透析中の患者の避難については，透析の中断に伴う処置や難病患者等については移動にあたり，

ストレッチャーや車椅子等の介護を要する患者がいることから，事前に避難訓練を行い，避難の知識，

介護の技術等を身につけることが必要である。

（２）医療機関におけるライフラインの確保対策

透析には１人分１回約200ℓの水が必要であるため，大量の水の確保が必要である。

また，装置や機器を稼働させるエネルギーとなる電気・ガスの確保も必要である。

ア 水の確保については，貯水槽，貯水タンクを設置する。

災害時には，パイプ等の破損で給水困難も予測されることから，地域災害保健医療調整本部・市町

村への連絡・要請により，水道局の給水車等を優先配車する。

イ 電気の確保については，自家発電装置を設置する。

災害時には，地域災害保健医療調整本部・市町村への連絡・要請により，電力会社の電源車を優先

配車する。

ウ ガスの確保については，災害時には，配管の破損が予測されることから，地域災害保健医療調整本

部・市町村への連絡・要請により，ガス会社からプロパンガスを配給する。

（３）緊急時の連絡体制の整備

災害時には，地域災害保健医療調整本部・市町村・災害拠点病院等との情報交換を行い，不足する

「水」，「医薬品」，「医療スタッフ」等各種の支援要請により，医療供給体制の確保に努めるが，これ

ら連絡にあたり，通信手段の確保が必要である。

災害時には，通常の電話が利用できないことも予測されることから，パソコン通信，携帯電話，無線

等の通信手段を活用する。

また，透析施設相互間の連絡体制の整備に努める。












